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市第82号議案 

   横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例の制定 

 横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例を次のように定

める。 

   平成24年12月６日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和27年法律第 180 号。以下「法」

という。）第48条の３ただし書の規定に基づき、横浜市が管理す

る自動車専用道路（法第48条の２第１項又は第２項の規定による

指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分をいう。）を

道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施

設と交差させようとする場合において、立体交差とすることを要

しない場合を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、この条例において定める

もののほか、法の例による。  

（立体交差とすることを要しない場合） 

第３条 第１条に規定する立体交差とすることを要しない場合は、

次のとおりとする。 

(1) 当該交差が一時的である場合 

(2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これに

よって生ずる利益を著しく超える場合 
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附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法令の整備に伴い、横浜市が管理する自動車専用道路を道路等

と交差させようとする場合において、立体交差とすることを要しな

い場合を定めるため、横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する

条例を制定する必要があるので提案する。 

 

 

 

 参  考  

 道 路 法 （ 抜 粋 ）  

（ 道 路 等 と の 交 差 の 方 式 ）  

第 48 条 の ３  道 路 管 理 者 は 、 前 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 指

定 を し た 、 又 は し よ う と す る 道 路 又 は 道 路 の 部 分 を 道 路 、 軌 道 、

一 般 自 動 車 道 又 は 交 通 の 用 に 供 す る 通 路 そ の 他 の 施 設 （ 以 下 こ の

条 、 次 条 及 び 第 48 条 の 14 中 「 道 路 等 」 と い う 。） と 交 差 さ せ よ う

と す る 場 合 に お い て は 、 当 該 交 差 の 方 式 は 、 立 体 交 差 と し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 道 路 等 の 交 通 量 が 少 な い 場 合 、 地 形 上

や む を 得 な い 場 合 そ の 他 道 路 管 理 者 で あ る 地 方 公 共 団 体 の 条 例 （

国 道 に あ っ て は 、 政 令 ） で 定 め る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な

い 。  

 


